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報道関係者各位

平成２５年度第１回「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」

の開催について

標記について、以下のとおり開催いたしますのでお知らせします。

１ 開催日時：平成２６年１月１６日（木）１４：００～１６：００

２ 場 所：厚生労働省 専用第２２会議室（１８階）

（住所） 東京都千代田区霞ヶ関１－２－２

３ 議 題：

（１）介護保険における福祉用具の範囲の考え方について

（２）複合的機能を有する福祉用具の取扱いについて

（３）その他

４ 傍 聴 者：若干名

公 開

頭撮り可

平成２６年１月６日

厚生労働省老健局振興課

福祉用具・住宅改修係 和田、菅（内線３９８５）

（代表電話） ０３（５２５３）１１１１

（直 通） ０３（３５９５）２８８９



５ 傍聴要領

○ 別紙を参照の上、申込様式に基づき①「住所」、②「氏名」、③「所

属」、④「職業」、⑤「電話番号」、⑥「ＦＡＸ番号」、⑦「介助者がいる

場合は、介助者の人数及び氏名」をご記入の上、ＦＡＸ又は電子メー

ルでお申し込みください。

○ 電話による申込みは、受け付けておりません。

○ 申込みに当たっては、１枚（１通）につき一人ずつとしてください。

○ 傍聴申込みの締切りは１月１４日（火）１７：００です。

○ 申込み多数の場合は抽選を行い、その結果傍聴できない場合もあ

りますのでご了承ください。

申し込まれた方は、１月１５日（水）までに当方から特段の連絡がな

い場合、傍聴できるものと判断してください。

なお、傍聴される方は、別紙「傍聴される方の留意事項」を遵守して

ください。

○ 車椅子で傍聴される方は、備考にその旨お書き添えください。また、

介助者がいる場合は、その方の氏名等も併せてお書きください。

○ カメラ等の撮影については、冒頭のみ可とします。

申込先

厚生労働省老健局振興課

ＦＡＸ ： ０３－３５０３－７８９４

メールアドレス ：fukushiyougu@mhlw.go.jp



（別紙）

傍聴される方の留意事項

傍聴に当たっては、次の留意事項を遵守してください。これらを遵守できない

場合は、退場していただくことがあります。

１ 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。

２ アラーム付きの時計、携帯電話、ポケットベル等音の出る機器については、

電源を切るか、マナーモードに設定し音の出ないようにしてください。

３ 写真撮影やビデオカメラ等の使用は事務局の指示に従ってください。（カメ

ラ撮りは会議冒頭までとします。）

４ 会議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をすることはできま

せん。

５ 傍聴中、飲食及び喫煙はご遠慮下さい。

６ 静粛を旨とし、会議の妨害となるような行為は謹んでください。

７ 危険なものを持っている方、酒気を帯びている方、その他秩序維持のため

必要があると認められている方の傍聴はお断りいたします。

８ その他、座長と事務局職員の指示に従ってください。



（申込様式）

【平成 25 年度第 1回介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会（1 月 16 日（木）傍聴希望）】

（締切 平成 26 年 1 月 14 日（火）１７：００（厳守））

標記会議の傍聴を希望いたします。

傍聴にあたり、下記の事項を遵守いたします。

① 住 所 ：

② 氏 名 ：

③ 所 属 ：

④ 職 業 ：

⑤ 電話番号 ：

⑥ ＦＡＸ番号 ：

⑦ 介助者等 ：

備 考 ：

※ 傍聴券は送付いたしませんので、ご注意ください。

※ 会議当日は、受付で「所属（職業）」と「氏名」をお申し出ください。

【傍聴される方の留意事項】

１ 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。

２ アラーム付きの時計、携帯電話、ポケットベル等音の出る機器については、電源を切る

か、マナーモードに設定し音の出ないようにしてください。

３ 写真撮影やビデオカメラ等の使用は事務局の指示に従ってください。（カメラ撮りは会議

冒頭までとします。）

４ 会議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。

５ 傍聴中、飲食及び喫煙はご遠慮下さい。

６ 静粛を旨とし、会議の妨害となるような行為は謹んでください。

７ 危険なものを持っている方、酒気を帯びている方、その他秩序維持のため必要があると

認められている方の傍聴はお断りいたします。

８ その他、座長と事務局職員の指示に従ってください。


